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特集テーマ 

（２） 

火災 
hasse

（１） 



 

 Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp 

KDS 国大協サービス 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 



 

 Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp 

KDS 国大協サービス 
 

 

 

（３） 



 

 Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp 

KDS 国大協サービス 
 

 

（４） 



 

 Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp 

KDS 国大協サービス 
 

（５） （５） 



 

 Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp 

KDS 国大協サービス 
 

（６） 



 

 Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp 

KDS 国大協サービス 
 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 



 

 Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp 

KDS 国大協サービス 
 

 

 

 

 

 

 

• 

• 

• 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

（８） 



 

 Tel:050-3533-8794,03-5283-0051 Fax:03-5283-0052 E-mail:info@janu-s.co.jp 

KDS 国大協サービス 
 

 

 
   

＜大学の管理・経営＞   
１１．２７ 〇大学を運営する学校法人の新大学院設置構想のため、職を辞すなどして集まった研究者６人が、突然の計画

中止で雇用打ち切りを通告されたのは違法として教授や講師としての地位確認などを求めた訴訟は、高裁で和解
が成立。学校法人は２１年３月、文科省に設置認可を申請。５月、文科省から「警告」付きの審査結果が示された
直後に認可申請を取り下げ、プロジェクトを終了させた。１審では、短期間の労働契約の成立や、学校法人側にプ
ロジェクトを打ち切る裁量があることを認め、原告の請求を棄却。原告側は控訴していた。和解では学校法人側の
研究者に対する説明が「必ずしも十分ではなかった」と指摘し、雇用打ち切りは撤回されなかったが、学校法人側
から研究者らに対し、構想実現に向けた尽力に謝意を示し、計画中止の説明が不十分だったとして遺憾の意を表
明する内容。 

 

＜事件・事故＞ 
１１． ４ 〇大学キャンパスの本部棟付近で、クマ１頭が歩いているのを大学関係者が目撃した。大学は、学生に対して安

全が確保されるまで建物から出ないよう注意を呼びかけ、警察が対応に当たっている。 
１１． ７ 〇大学付属病院で「２階の冷蔵庫のコンセントから白煙が出ている」と１１９番があった。外来棟検査部の冷蔵庫内

の収容物や床の一部などを焼き、約４０分後に鎮火した。ケガ人はいなかった。消防局などが詳しい状況を調べて
いる。 

１１．２６ 〇大学の工学系棟の建物内で砲弾らしき不審物が見つかったため、警察に直ちに通報し、警察が学外に搬出し
た。不審物が見つかった部屋は、すでに退職した教員（故人）が研究室として使っていたもので、現在は倉庫として
使われていた。部屋を整理していた職員が不審なものを見つけ、警察に通報した。 

（８） （９） 

2025.11月 大学リスクマネジメント News PickUp 

＜Web から大学（国立以外含む）関連ニュースを検索＞ 
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＜入試等関連＞ 

 
１１．１７ 〇大学が２０２５年度の留学生入学試験で、仲介会社から紹介された受験生を優遇して合格させていたことが、大

学の第三者委員会の調査でわかった。第三者委員会は「差別的な取り扱いで、公正とは認められない」とし、この
影響で不合格となった２人について「遡って合格を検討すべきだ」と指摘している。大学を運営する学校法人は、仲
介会社と入学希望者の紹介に関するコンサルティング契約を締結。学科長が会社紹介の外国人と、募集要項に
記載がない入試前の面談を行い、学費の支払い能力などを確認していた。入試は昨年１０月～今年３月に計６回
行われ、１月の試験では３９人が出願。大学は１００点満点中６０点以上の２７人を合格とした一方、５０点以上６０
点未満の８人については、会社紹介の６人を優先して合格、残る２人を不合格とした。 

 
＜情報セキュリティ＞ 

１１．１８ 〇大学は、ネットワークシステムの保守・管理などを委託する株式会社が管理・運営するサーバーが外部からの不
正アクセスを受け、ランサムウェアによる被害を受けたことを発表。リモートメンテナンス用の入り口から、何らかの
方法で窃取した管理者アカウントを用いて侵入された可能性があることが判明している。不正アクセスを受けたサ
ーバーには、教職員・学生・保護者のユーザーIDやパスワードを含む個人情報ファイルが保存されていた。また、
サーバーにあったファイルの一部が暗号化され、ランサムウェアグループによる脅迫文がサーバーに保存されて
いることを確認している。被害状況の全容については調査中であるが、学内ネットワークへの直接的な侵入の形
跡は確認されていない。 

１１．１８ 〇大学は、大学のネットワークシステムがサイバー攻撃を受け、大学関係者の個人情報が外部に漏えいした可能
性が判明したと公表。警察や関係機関と連携して実施した調査の結果、個人情報を含むデータの外部への持ち出
しは確認されていない。また、ランサムウェア被害も確認されていない。現時点では、個人情報の漏えいの事実や
悪用による被害（二次被害を含む）は確認されていない。 

１１．２１ 〇大学は、大学のウェブサイトの一部が改ざんされ、オンラインカジノとみられるサイトへ誘導される不適切なペー
ジが表示されていた事実について公表。対象は、大学公式サイト内「大学案内」配下の「寄附のお願い」ページのリ
ンク先で、外部業者が管理するサーバー上の当該ページが改ざんされていた。当該ページは寄附手続きサイトへ
のリンクのみを掲載しており、サーバー内に個人情報は保存されていないため、個人情報の漏えいは確認されて
いない。 

１１．２１ 〇大学は、総合型選抜合格者に対し入学手続きに関する案内をメールで送信する際、送信対象者のメールアドレ
スを表示しない「Bcc」に設定すべきところ、メールアドレスが表示される「To」に設定していたため、送信対象者全
員のメールアドレス１１５件を受信者が見ることができる事案が発生したと発表。 

１１．２８ 〇大学は、大学院研究科の図書館サイトへ第三者により脆弱性を突く不正アクセスが行われ、ウェブサイトが改ざ
んされ、約１００件の記事に対して不正なスクリプトが埋め込まれていたことを明らかにした。２０２５年２月６日から
１１月１３日まで改ざんされた状態になっており、当該ページへアクセスすると、意図しない広告のような表示や、リ
ダイレクトによる外部サイトへの誘導が行われたおそれがある。図書館サイトには公開情報以外は保存されておら
ず、個人情報の流出については否定している。大学では１１月２６日に図書館サイトを閉鎖。改ざん期間中に図書
館サイトを訪問するなど心当たりがある場合は、マルウェアなどへ感染していないかチェックを実施するよう求めて
いる。 

 
＜学生・教職員の不祥事) 

１１． ４ 〇大学の事務職員が飲酒を伴う会食の後、自転車を運転し、警察に酒気帯び運転により検挙され、その後、簡易
裁判所から罰金１０万円の略式命令を受けたとして停職１４日の懲戒処分。 

１１． ５ 〇大学の教授が市内の道路で酒気帯びの状態で車を運転したとして検挙され、簡易裁判所から罰金３０万円の略
式命令を受けたとして出勤停止1カ月の懲戒処分。 

１１． ６ 〇大学の学生が路上で帰宅途中だった１０代後半の女性に後から抱きついて体を触るなどのわいせつな行為をし
たとして不同意わいせつの疑いで逮捕。 

１１． ７ 大学生２人がSNS（交流サイト）で知り合った女子高校生が１８歳に満たない青少年であることを知りながら、ホテル
でわいせつな行為をしたとして県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕。 

１１． ７ 〇大学の講師がマンション２階のベランダに侵入したとして住居侵入の疑いで逮捕。侵入したマンションで暮らす家
族との間に関係はなく、ベランダには洗濯物などが干してあった。 

１１．１１ 〇大学附属小学校の教諭が飲食店で友人と飲酒し、帰宅するため自家用車を運転した事実があったことを警察の
捜査を待たずに認定し、辞職願の提出を勧告する諭旨解雇処分。 

１１．１４ 〇大学の学生が今年８月、市内の宿泊施設で知り合った少女が１６歳未満であることを知りながら、みだらな行為
をしたとして不同意性交等の疑いで逮捕。学生は容疑を認めている。 

１１．１４ 〇大学の病院の医師が市内の道路で酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転し、車線をはみ出して対向車と正面
衝突事故を起こし、相手方の運転手に２週間の治療を要するけがをさせ、簡易裁判所から罰金８０万円の略式命
令を受けていたとして停職６カ月の懲戒処分。 

１１．１４ 〇大学の大学院生が知人の女子大学生の自宅に何らかの方法で侵入し、脱衣所に小型カメラを設置して、学生の
胸などを撮影したとして住居侵入と性的姿態等撮影の疑いで逮捕。 

１１．１７ 〇大学の准教授が実家で母親の背中を刃物で複数回刺し、殺害しようとしたとして殺人未遂の疑いで現行犯逮
捕。母親は軽傷で命に別状はない。 

１１．１９ 〇大学の学生がフィットネスジムで、部屋にあった鍵のかからない収納庫から現金３０００円などが入った財布１個
（時価約４０００円相当）を盗んだとして窃盗の疑いで逮捕。警察が学生の自宅を調べたところ、盗んだとみられる財
布などがほかにも複数見つかったため、これらを押収して学生の余罪を追及する方針。 

１１．２０ 〇大学付属病院の医師が２０２１年９月と２３年１月、医療機器メーカーが扱う大腿骨のインプラントの使用について
便宜を図る趣旨で、会社側に現金８０万円を寄付させ、うち計７０万円相当の賄賂を受け取っていたとして収賄容疑
で逮捕。医師側には、逮捕容疑を含めて５社から１６年１２月～２３年１月、寄付金約３００万円が送金されていて、
この一部は親族へのプレゼントとして、タブレットやパソコンを学内生協で買う費用に充てられていた。研究の名目
が「天ぷら（架空）」で「研究費と関係のない物品を購入し費消した」点が賄賂にあたると警察は考えている。 

１１．２５ 〇大学の職員が８月１日から４日ごろにかけて、大学内で面識のある女性の靴に体液をかけたとして器物損壊の
疑いで逮捕。職員は容疑を認めている。 

（９） （１０） 
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１１．２８ 〇大学附属病院の医師が酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、車線をはみ出し、対向車と衝突したとして道交法
違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕。 

 

＜不正行為＞ 
１１．１０ 〇大学の非常勤職員が２０１４年度から２０２３年度までの１０年間にわたって、学部の後援会の会計などを１人

で担当し、課外活動の書類などを偽造して不正な会計処理を続け、後援会費を横領していたなどとして懲戒解雇
。大学は警察に刑事告発している。 

１１．１８ 〇大学の医療技術職員が２０１９年から２０２３年にかけて、自らが所属していたセンターの複数の職員に対し、
大学から支給された旅費、学会参加費、講習料などの返金を求め、返金された現金を管理し、自費で参加した研
修などの補填のためとして、センターに所属する職員に対して現金を再配分したほか、慶弔代やコーヒー代など
の雑費に充当するなど、公的研究費等の不正利用（目的外使用）及び不適切行為（還流行為）を行い、職員就業
規則に違反したとして停職３日の懲戒処分。 

１１．２８ 〇大学の准教授が雇っていたアルバイトの勤務実績を水増しして、不正に得た４万９０００円全額を大学と雇用
契約を結んでいない研究補助などの業務を行っていた人に賃金として渡していたとして減給の懲戒処分。不正に
得た金額は、民間企業からの資金である共同研究費から出されていた。大学の調べに対し、准教授は「契約を
失念していた」などと説明している。  

 

  
 
 

 

 
※ WEB 上の海外ニュースから海外の大学の動向をピックアップ 

 
<英: 留学生収入への課金と国内学生への経済支援>   

イギリスでは大学の留学生からの収入に課金するとの政府提案が今春から議論されてきましたが(7 月号参照)、
財務省は 11/26 に毎年留学生１人当たり 925 ポンドの課金を 2028 年から導入すると発表しました。当初課金額
を留学生からの収入の 6%とする案がありましたが、留学生の多い有力大学を中心に強い反対があり、留学生１
人当たりの定額制とするとともに、小規模の大学に配慮して留学生数 220 人までは課金しないこととされまし
た。これにより全大学合計で 3 億 3 千万ポンドの収入減になると推計されています。大学関係者にはなお懸念や
反発もありますが、英国大学協会 UUK の会⾧は、議論が激化することは留学先としてのイギリスの魅力に影響す
る恐れがあるとして冷静な対応を呼び掛けています。 

政府は課金収入をすべて高等教育予算に充て、その中で 2016 年に保守党政権により廃止された経済的に困難
な国内学生への生計費給付金制度を復活することとしています。年間所得 2 万 5 千ポンド以下の家計の学生で政
府の産業政策に適合する科目を受講する者に対し年 1000 ポンドを支給するなどの支援を行うというものです。
対象は全学生の 10%程度と見込まれ、かつての制度では対象が 5 割を超えていたのと比較すると小規模となって
います。 これに対しては、生計費給付金制度の復活を歓迎する声がある一方、規模が小さすぎる、学生の興味
に応じた選択を阻害するなどの批判があります。 

なお、課金制度はイングランドのみに適用され、その他の地域はそれぞれの判断に委ねられていますが、ウェ
ールズの高等教育相は課金を行わないと明言しています。 
https://www.timeshighereducation.com/news/international-student-levy-set-ps925-student-2028 
https://www.timeshighereducation.com/news/new-grants-worth-ps1000-fees-set-pass-ps10k-two-years 
https://thepienews.com/englands-universities-face-330m-loss-under-new-925-per-international-student-levy/ 
https://www.timeshighereducation.com/news/stop-fee-levy-hostility-despite-ps300-million-hit-v-cs-told 
https://thepienews.com/englands-international-fee-levy-under-fire-after-details-revealed/ 
https://www.timeshighereducation.com/news/grants-should-be-part-wider-new-deal-low-income-students 
https://thepienews.com/wales-stands-firm-against-international-fee-levy-minister-says/ 

 
 

海 外 ミ ニ 情 報 
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＜豪: 留学生受入れの integrity(健全性)確保のための法律が成立 ＞  
 オーストラリアでは、留学生ビザの悪用や教育エージェントによる犯罪的行為が広く存在するとの政府報告書
が 2023 年に公表され、対応が課題となっていました。しかし、政府が昨年提出した法律案は特に留学生数の上
限設定への反発から成立せず、今年 10 月に提出された法律案も教育大臣の権限が強過ぎるなどと批判され審議
は難航していましたが、会期末近くになって修正が合意され、11/27 に上院を通過して成立することとなりまし
た。 

今回の法律は、教育エージェントの透明性確保や監督強化を図ること、私立の VET(職業教育・訓練校)は 2 年
間の実績を経るまでは留学生を受け入れることができないこと、教育の質に問題があるコースについては教育大
臣に停止又は取消の権限を与えること、教育機関はオーストラリアの学位を海外で授与するためには TEQSA（資
格認定機関）の認可を受ける必要があることなどを規定しています。 

政府はこの法律により、オーストラリアの高等教育の質、健全性、透明性、評判を高めることができるとして
います。また、留学生数の規制については法律ではなく行政措置とビザ制度によって実質的に行われており、
2026 年の上限総数は 29 万 5 千人で、今年より 2 万 5 千人増ですが、パンデミック前との比較では 8%減として
います。この上限は今年は公立大学 14 万 5 千人、VET9 万 5 千人、私立大学 3 万人とセクター別内訳も示され
ており、公立大学については東南アジアとの交流強化実績と十分な宿舎整備がある場合に限り来年増加できると
しています。 
https://thepienews.com/australias-controversial-education-reforms-clear-senate/ 
https://www.timeshighereducation.com/news/australian-integrity-bill-passes-parliament 
https://thepienews.com/integrity-bill-passes-as-government-vows-crackdown-on-quick-buck-operators/ 
https://thepienews.com/australia-raises-international-student-enrolment-cap-295k/ 
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バックナンバー 
 
25.11月 大学のリスクと国大協保険 

    ～ ⑦借家人賠償責任補償特約 ～ 
25.10月 大学のリスクと国大協保険 

～ ⑥受託物損壊補償特約 ～ 

25. 9月 大学のリスクと国大協保険 
      ～ ⑤総合賠償責任保険特約 ～ 
25. 8月 火災事故低減に向けた対策（３） 

25. 7月 高圧ガスの危険と安全対策 
 
※弊社ホームページからダウンロードできます。 

（１２） 

情報提供のお願い 
 
各大学等でのリスクマネジメントに関する取組み、事故・事件
への対応のご経験、ご感想、ご要望等をお寄せください。 
⇒ info@janu-s.co.jp 

                                   

配信について 
 
本誌は、各国立大学・大学共同利用機関の国大協保険ご担当
者、国大協連絡登録先、ご登録いただいた方にメールで配信さ
せていただいております。（無料） 配信登録、解除は弊社ホー
ムページからお願いします。⇒  


